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第 章    計画策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

近年、障害のある人の高齢化や障害の重度化が進む中で、障害福祉サービス

のニーズはますます複雑多様化しており、全ての障害のある人が、地域で安心

して生活できるまちづくりが求められています。 

令和３年（２０２１年）５月に障害者差別解消法施行後３年の見直しの検討

が行われ、合理的配慮の不提供の禁止について民間事業者の努力義務が法的義

務に変更されました。このように、国の方針として、障害者基本法の理念にの

っとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害のある人もない人

も互いに人格と個性を尊重し合い、共に支え合いながら暮らすことができるま

ちづくりをめざすことが示されています。 

また、令和２年（２０２０年）３月以降の新型コロナウイルス感染症の感染

拡大は市民生活に様々な影響を及ぼしており、特に、障害のある人を含め脆弱

な立場に置かれている人々は大きな影響を受け、感染拡大防止措置の影響によ

る地域の交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等によって、社会に

内在していた孤独・孤立の問題も顕在化・深刻化しています。 

こうした中、本市では、令和３年３月に策定した「第５次安城市障害者計画・

第６期安城市障害福祉計画・第２期安城市障害児福祉計画」において、「わかり

あい みとめあい ささえあう ～みんなしあわせ安城市～」を基本理念に、

障害のある人の自己選択・自己決定や社会参加を促し、共に暮らすことができ

るまちづくりを推進してきました。 

このうち、「第６期安城市障害福祉計画・第２期安城市障害児福祉計画」の計

画期間が令和５年（２０２３年）度をもって終了することから、本市の障害者

施策を引き続き計画的に推進していくため、令和６年（２０２４年）度を初年

度とした「第７期安城市障害福祉計画・第３期安城市障害児福祉計画」を策定

します。 
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２ 障害者支援に関する近年の国の政策動向について 

厚生労働省及びこども家庭庁は、直近の障害保健福祉施策の動向等を踏まえ、

市町村及び都道府県が第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画を作成

するに当たって即すべき事項を定めるため、令和５年５月１９日に「障害福祉

サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指

針」（以下「基本指針」という。）の改正を行いました。 

 

【基本指針改正の主な事項】 

①入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

・重度障害者等への支援など、地域のニーズへの対応 

・強度行動障害のある人等への支援体制の充実 

・地域生活支援拠点等の整備の努力義務化 

・地域の社会資源の活用及び関係機関との連携も含めた効果的な支援体制 

の整備推進 

・グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・精神障害のある人の相談支援業務に関して市町村における実施体制を整える

重要性及び当該業務を通じた日頃からの都道府県と市町村の連携の必要性 

③福祉施設から一般就労への移行等 

・一般就労への移行及び定着状況に関する成果目標の設定 

・就労選択支援の創設への対応について成果目標に設定 

・一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用に係る法改正への対応 

・地域における障害のある人の就労支援に関する状況の把握や、関係機関との

共有及び連携した取組 

④障害児のサービス提供体制の計画的な構築 

・市町村における重層的な障害児支援体制の整備や、それに対する都道府県に

おける広域的見地からの支援 

・地域におけるインクルージョンの推進 

・地方公共団体における医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築につ

いて成果目標に設定 

・障害児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な移行推進について成果

目標に設定 

⑤発達障害者等支援の一層の充実 

・市町村におけるペアレントトレーニングなど家族に対する支援体制の充実 

・市町村におけるペアレントトレーニング等のプログラム実施者養成の推進 

・強度行動障害やひきこもり等の困難事例に対する助言等を推進 
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⑥地域における相談支援体制の充実・強化 

・基幹相談支援センターの設置及び基幹相談支援センターによる相談支援体制

の充実・強化等に向けた取組の推進 

・地域づくりに向けた協議会の活性化 

⑦障害のある人等に対する虐待の防止 

・障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会や職員研修、担当者の配

置の徹底、市町村における組織的対応、学校、保育所、医療機関との連携の

推進 

⑧地域共生社会の実現に向けた取組 

・社会福祉法に基づく地域福祉計画及び重層的支援体制整備事業実施計画との

連携並びに市町村による包括的な支援体制の構築の推進 

⑨障害福祉サービスの質の確保 

・障害福祉サービスの質に係る新たな仕組みの検討を踏まえた記載の充実 

・都道府県による相談支援専門員等の養成並びに相談支援専門員及びサービス

管理責任者等の意思決定支援ガイドライン等を活用した研修等の実施 

⑩障害福祉人材の確保・定着 

・ＩＣＴの導入等による事務負担の軽減等に係る記載の新設 

・相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修修了者数等を活動指標に追

加 

⑪よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害（児）福祉計画の策定 

・障害福祉ＤＢの活用等による計画策定の推進 

・市町村内のより細かな地域単位や重度障害者等のニーズ把握の推進 

⑫障害のある人による情報の取得利用・意思疎通の推進 

・障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成等の促進に係る記載の新設 

⑬障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 

・障害福祉計画等の策定時における難病患者、難病相談支援センター等からの

意見の尊重 

・支援ニーズの把握及び特性に配慮した支援体制の整備 

⑭その他：地方分権提案に対する対応 

・計画期間の柔軟化 

・サービスの見込量以外の活動指標の策定を任意化 
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３ 計画の位置付け 

第７期安城市障害福祉計画は、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく市

町村障害福祉計画として、第３期安城市障害児福祉計画は、児童福祉法第３３

条の２０第１項に基づく市町村障害児福祉計画として策定します。これは、障

害のある人の地域生活や一般就労等の支援に向けて達成すべき目標を定める

とともに、障害福祉サービス、地域生活支援事業及び障害児通所支援の見込量

並びにその確保策を定める計画です。 

本計画は、本市における上位計画である安城市総合計画の障害福祉に係る個

別計画と位置付けられるとともに、地域福祉計画で掲げる基本理念「大きく広

がれ福祉の輪 みんなで支える地域の輪」を障害福祉の視点から達成するため

の具体的な取組を示すものです。計画の推進にあたっては基本指針、愛知県の

「あいち障害者福祉プラン２０２１-２０２６」等の内容を踏まえるとともに、

本市の上位計画や関連計画等との整合を図ります。 

なお、本市の障害福祉に係る計画として第５次安城市障害者計画があります。

これは障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく市町村障害者計画として、

本市における障害者施策全般にかかわる理念や基本的な方針、目標を定める計

画です。この計画は６年間の計画であり、その中間で障害福祉計画及び障害児

福祉計画を改定します。 

 

 

４ 計画の期間 

本計画は、基本指針に基づき、令和６年度（２０２４年度）から令和８年度

２０２６年度）までの３年間を計画期間とします。 

 

  和暦（年度） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

安城市 

障害者 

福祉計画 

 

安城市障害者計画 第５次安城市障害者計画 

安城市障害福祉計画 
第６期安城市 

障害福祉計画 

第７期安城市 

障害福祉計画 

安城市障害児福祉計画 
第２期安城市 

障害児福祉計画 

第３期安城市 

障害児福祉計画 
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第 章    障害のある人を取り巻く現状 

 

 

１ 市の人口推移 

（１）市の総人口の推移  

本市の総人口は、年々減少しています。また、年少人口（１５歳未満）は減

少、老年人口（６５歳以上）は増加で推移しています。 

 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

 

三区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 住民基本台帳（各年１０月１日現在） 
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200,000

250,000
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三区分別人口の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料： 住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

 

（２）人口の構成  

人口の構成を見ると、全国及び愛知県と比べて、本市は５９歳以下の割合が

概ね高く、６０歳以上の割合は概ね低くなっています。 

 

人口の構成（５歳区分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳」※令和５（２０２３）年１月１日現在 

  

 

 

  

14.8 14.5 14.2 13.8

64.1 64.1 64.1 64.3

21.2 21.5 21.7 21.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

0～ 4歳
5～ 9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳

90歳～

女性

安城市 愛知県 全国

0.02.04.06.08.010.0

男性

（％）
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２ 障害のある人の現状 

（１）各手帳の所持者数と総人口に占める割合  

本市の各手帳所持者数の推移について、身体障害者手帳は横ばいから減少傾

向にありますが、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は増加傾向にあります。

令和５年（２０２３年）４月１日現在、市民の約３８人にひとりが身体障害者

手帳を、１１８人にひとりが療育手帳を、１０６人にひとりが精神障害者保健

福祉手帳を所持している計算になります。 

過去５年間の総人口の増加割合が、０．２％減少であるのに対し、手帳所持

者は７．９％増となっています。 

 

区分 
身体障害者 

手帳 
療育手帳 

精神障害者 
保健福祉手帳 

合計 
総人口に 

占める割合 

令和元年度 5,010 人 1,361 人 1,323 人 7,694 人 4.07％ 

令和２年度 4,979 人 1,410 人 1,475 人 7,864 人 4.13％ 

令和３年度 4,986 人 1,437 人 1,524 人 7,947 人 4.18％ 

令和４年度 4,973 人 1,526 人 1,662 人 8,161 人 4.31％ 

令和５年度 4,931 人 1,596 人 1,778 人 8,305 人 4.40％ 

各年度４月１日現在 

 

障害者手帳所持者の年齢階層別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和５年４月１日現在     

 

  

131 
385 

1,196 

3,219 

544 668 
303 

81 73 

545 
876 

284 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上

（人）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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（２）身体障害者手帳所持者数の状況  

① 年齢階層でみる身体障害者手帳所持者数 

身体障害者手帳の所持者は、高齢者（６５歳以上）が全体の６５．３％を占

めています。 

単位：人 

区分 
等級別 

計 

※障害部位別 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 視覚 聴・平 音・言 肢体 内部 

18 歳未満 53 33 27 6 4 8 131 6 19 0 87 19 

18～19歳 6 4 4 3 0 1 18 1 2 0 11 4 

20～29歳 53 52 33 10 12 6 166 9 50 0 75 32 

30～39歳 58 47 43 30 13 10 201 12 43 1 93 52 

40～49歳 100 80 61 42 19 10 312 18 46 0 150 98 

50～59歳 173 101 116 89 48 35 562 39 56 3 271 193 

60～64歳 87 59 74 60 25 17 322 15 23 4 186 94 

65 歳以上 872 459 833 772 145 138 3,219 173 254 30 1,427 1,335 

合計 1,402 835 1,191 1,012 266 225 4,931 273 493 38 2,300 1,827 

うち 65 歳未満 530 376 358 240 121 87 1,712 100 239 8 873 492 

うち 65 歳以上 872 459 833 772 145 138 3,219 173 254 30 1,427 1,335 

65 歳未満の割合 

（％） 
37.8 45.0 30.1 23.7 45.5 38.7 34.7 36.6 48.5 21.1 38.0 26.9 

65 歳以上の割合 

（％） 
62.2 55.0 69.9 76.3 54.5 61.3 65.3 63.4 51.5 78.9 62.0 73.1 

※ 障害部位について、「視覚」は視覚障害、「聴・平」は聴覚・平衡機能障害、「音・言」は音声・言語障害、「肢体」

は肢体不自由、「内部」は内部機能障害をそれぞれ表します。また、集計にあたり各種障害部位を併せ持つ（重複 

している）人については、代表的な障害部位で計上しています。 

令和５年４月１日現在   

 

身体障害者手帳所持者数（年齢階層別） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

令和５年４月１日現在  

131 18 166 201 312 
562 

322 

3,219 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

18歳未満 18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上

（人）
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② 障害部位でみる身体障害者手帳所持者数 

障害部位の推移を見ると、「肢体不自由」は減少、「内部」は増加しています。 

 

障害部位でみる身体障害者手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度４月１日現在 

 

③ 等級別でみる身体障害者手帳所持者数 

等級別の推移を見ると、割合に目立った差異は見られません。 

 

等級別でみる身体障害者手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度４月１日現在 

 

  

266 266 271 267 273 488 490 502 510 493 
35 38 38 38 38 

2,485 2,422 2,406 2,370 2,300 

1,736 1,763 1,769 1,788 1,827 

5,010 4,979 4,986 4,973 4,931 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部

1,466 1,439 1,430 1,410 1,402 

875 858 861 848 835 

1,190 1,195 1,191 1,191 1,191 

971 986 998 1,028 1,012 
289 282 278 271 266 

219 219 228 225 225 
5,010 4,979 4,986 4,973 4,931 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
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（３）療育手帳所持者数の状況  

① 年齢階層でみる療育手帳所持者数 

１８歳未満の割合が全体の３４．１％を占めており、早期発見・早期療育に

努めていることもあり、療育手帳の取得数が年々増加しています。 

 

単位：人 

区分 
判定別 

計 
Ａ Ｂ Ｃ 

18 歳未満 161 120 263 544 

18～19 歳 21 28 39 88 

20～29 歳 150 86 120 356 

30～39 歳 73 70 81 224 

40～49 歳 76 50 38 164 

50～59 歳 56 43 14 113 

60～64 歳 8 13 5 26 

65 歳以上 44 33 4 81 

合計 589 443 564 1,596 

令和５年４月１日現在    

 

 

療育手帳所持者数（年齢階層別） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

令和５年４月１日現在 

 

  

544 

88 

356 

224 

164 

113 

26 

81 

0

100

200

300

400

500

600

18歳未満 18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上

（人）
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② 判定別でみる療育手帳所持者数 

判定別の推移を見ると、いずれの判定も増加しています。 

 

判定別でみる療育手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度４月１日現在 

 

  

529 541 550 573 589 

362 387 401 417 443 

470 482 486 536 564 

1,361 1,410 1,437 
1,526 1,596 

0

500

1,000

1,500

2,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定
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（４）精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況  

① 年齢階層でみる精神障害者保健福祉手帳所持者数 

２０～５９歳の所持者数が全体の７２．４％を占めており、特に４０歳代、

５０歳代の所持者数が多くなっています。 

 

単位：人 

区分 
等級別 

計 
１級 ２級 ３級 

18 歳未満 1 50 22 73 

18～19 歳 0 14 5 19 

20～29 歳 16 161 62 239 

30～39 歳 20 178 89 287 

40～49 歳 23 244 106 373 

50～59 歳 30 254 104 388 

60～64 歳 18 72 25 115 

65 歳以上 77 170 37 284 

合計 185 1,143 450 1,778 

令和５年４月１日現在    

 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数（年齢階層別） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

令和５年４月１日現在 

 

  

73 

19 

239 

287 
373 388 

115 

284 

0

100

200

300

400

18歳未満 18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳以上

（人）
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② 等級別でみる精神障害者保健福祉手帳所持者数 

等級別の推移を見ると、いずれの等級も増加しています。 

 

等級別でみる精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年度４月１日現在 

 

（５）難病患者等の状況  

障害者総合支援法において対象となる疾病が定められていますが、その数は

令和５年（２０２３年）４月１日現在で３６６疾病です。対象となる疾病の患

者数は把握できないため、代わりに、難病の患者に対する医療等に関する法律

における医療費助成の対象となる疾患（令和５年（２０２３年）４月時点で３

３３疾病）の患者数を掲載します。 

 

指定難病患者数 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

資料：衣浦東部保健所（各年度４月１日現在） 

 

  

147 163 169 181 185 

805 910 948 1,054 1,143 

371 
402 407 

427 
450 

1,323 
1,475 1,524 

1,662 
1,778 
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500

1,000
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2,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
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１級 ２級 ３級
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800

1,000

1,200

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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３ アンケート調査結果 

（１）調査概要  

① 調査の目的 

本市にお住まいの障害のある人に、生活状況や福祉サービスの利用実態、要

望等を把握し、計画策定や施策推進のための資料とすることを目的として実施

しました。 

 

② 調査対象 

 
 身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者 障害児 

調査対象

の区分 

18 歳以上の身体

障害者手帳所持

者 

18 歳以上の療育

手帳所持者 

18 歳以上の精神

障害者保健福祉

手帳又は自立支

援医療受給者証

（精神通院） 

所持者 

18 歳以上の特定

医療費（指定難

病）受給者証所

持者 

18 歳未満の障害

者手帳所持児童又

は児童発達支援等

のサービスを利用

している児童 

配布数 
600 通 500 通 575 通 75 通 250 通 

1,750 通  

※６５歳以上の人は障害福祉サービス等受給者のみを対象としています。 

 

③ 調査期間 

令和４年（２０２２年）１２月２０日～令和５年（２０２３年）１月１２日 

 

④ 調査方法 

郵送送付・郵送回収 

 

⑤ 回収状況 

 

 調査対象 配布数 有効回答数 有効回答率 

１８歳以上 1,750 通 1,017通 58.1％ 

１８歳未満 250 通 160 通 64.0％ 

 

⑥その他 

％表示のところは複数回答可でなくても合計が１００％にならないことが

あります。 
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（２）調査結果  

   調査結果の主なものを掲載します。 

 

①１８歳以上対象調査 

問１０ 現在どのように暮らしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 日常生活で、次のことをどのようにしていますか。 

 

『外出』『お金の管理』で「全部介助が必要」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ひ
と
り
で
で
き
る 

一
部
介
助
が
必
要 

全
部
介
助
が
必
要 

無
回
答 

①食事 1,017 80.8 12.8 3.9 2.5 

②トイレ 1,017 84.2 7.8 5.8 2.3 

③入浴  1,017 77.9 11.6 8.2 2.4 

④外出 1,017 61.8 21.0 14.5 2.7 

⑤お金の管理 1,017 59.5 19.2 18.6 2.8 

⑥家族以外の人との会話 1,017 69.3 19.4 7.8 3.5 

  

回答者数 = 1,017 ％

ひとりで暮らしている

家族や親せきと暮らしている

グループホームで暮らしている

障害者支援施設で暮らしている

老人ホームで暮らしている

病院に入院している

その他

無回答

10.5

76.1

3.8

1.6

0.5

1.6

3.8

2.1

0 20 40 60 80 100
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  問１１－１ 介助してくれるのはだれですか。（複数回答可） 

（問１１で一つでも「一部介助が必要」又は「全部介助が必要」と回答した人が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１１－２ 介助する家族・親族の年齢 

   （問１１－１で「同居の家族・親族」「別居の家族・親族」と回答した人が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１２ あなたはどの程度外出しますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,017 ％

ほぼ毎日外出する

１週間に数回外出する

月に数回外出する

めったに外出しない

無回答

51.7

25.3

11.8

7.8

3.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 399 ％

40歳未満

40～64歳

65歳以上

無回答

5.5

62.2

29.1

3.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 483 ％

同居の家族・親族

別居の家族・親族

友だち

ホームヘルパー・施設の職員

ボランティア

その他

特にいない

無回答

78.5

8.1

3.7

28.6

2.3

4.3

3.1

3.9

0 20 40 60 80 100
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   【参考 平成２８年度（２０１６年度）調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１４ 現在収入を得て働いていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【性別】                                 単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

正
規
雇
用
で
働
い
て
い
る 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
働
い

て
い
る 

福
祉
作
業
所
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）

で
働
い
て
い
る 

自
営
業
を
し
て
い
る 

家
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る 

働
い
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1,017  24.3  13.8  11.3  2.4  1.0  45.0  2.3  

男性 569  34.8  10.4  10.5  3.5  0.7  38.0  2.1  

女性 428  11.2  18.5  12.4  0.9  1.4  54.0  1.6  

回答したくない 13  7.7  15.4  15.4  － － 53.8  7.7  

性別無回答 7 － － － － － 57.1 42.9 

  

回答者数 = 1,017 ％

正規雇用で働いている

パート・アルバイトで働いている

福祉作業所（Ａ型・Ｂ型）で働いている

自営業をしている

家の仕事に従事している

働いていない

無回答

24.3

13.8

11.3

2.4

1.0

45.0

2.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 767 ％

ほぼ毎日外出する

週３～４回

週１～２回

月１～３回

年に数回

ほとんど外出していない

無回答

48.5

18.4

16.8

6.4

3.4

2.7

3.8

0 20 40 60 80 100
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  問１４－１ 働いていない理由は何ですか。（複数回答可） 

    （問１４で「働いていない」と回答した人が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【障害種別】                              単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
事
を
し
て
い
る 

学
生
で
あ
る 

障
害
や
病
気
の
た
め 

高
齢
の
た
め 

働
き
た
い
が
雇
用
さ

れ
な
い 

働
き
や
す
い
と
こ
ろ

が
見
つ
か
ら
な
い 

十
分
な
収
入
や
蓄
え

が
あ
る 

働
く
気
が
起
こ
ら
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 458  22.1  2.2  68.3  4.1  9.6  16.2  1.7  15.3  9.4  2.8  

身体障害のあ
る人 

208  17.8  1.4  76.9  3.4  7.2  8.7  1.4  9.1  4.3  1.9  

知的障害のあ
る人 

115  5.2  5.2  66.1  1.7  7.0  7.0  － 7.0  12.2  6.1  

精神障害のあ
る人 

178  21.3  0.6  79.2  2.2  14.6  24.2  1.1  23.0  10.1  1.1  

難病患者 59  28.8  － 71.2  8.5  8.5  18.6  － 3.4  3.4  － 

※区分の重複あり 

  

回答者数 = 458 ％

家事をしている

学生である

障害や病気のため

高齢のため

働きたいが雇用されない

働きやすいところが見つからない

十分な収入や蓄えがある

働く気が起こらない

その他

無回答

22.1

2.2

68.3

4.1

9.6

16.2

1.7

15.3

9.4

2.8

0 20 40 60 80 100
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  問１５ あなたは次のサービスを受けていますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１５－１ そのサービスにどれくらい満足していますか。 

    （問１５で「これらのサービスは受けていない」以外に回答した人が対象） 

 

 

  

回答者数 = 361 ％

満足

少し満足

どちらともいえない

少し不満

不満

無回答

36.6

25.2

19.9

7.5

2.5

8.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,017 ％

自宅で家事や入浴などの介助

外出の介助

施設で食事・入浴などの介助やものづくり
などを楽しむサービス

自立のための様々な訓練をするサービス

働くための訓練・相談・指導のサービス

福祉作業所で働く場の提供

介護者が病気の時などに短期間宿泊する
サービス（短期入所）

障害者が共同で暮らすサービス（グループ
ホーム）

障害者施設で暮らすサービス

車いす、補聴器、おむつなどの生活に必要
なものの購入の補助

手話通訳者や要約筆記者の派遣

障害者同士の交流の場の提供

生活や悩みごとの相談

これらのサービスは受けていない

無回答

3.2

7.9

6.9

4.2

7.0

9.4

4.9

4.0

1.8

5.0

2.1

4.4

6.3

55.1

9.4

0 20 40 60 80 100
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  問１５－２ そのサービスに不満な理由は何ですか。（複数回答可） 

    （問１５－１で「少し不満」又は「不満」に回答した人が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１６ 現在不安なことや困っていることはありませんか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,017 ％

お金が足りない

親が亡くなった後の生活が不安

仕事を続けられるか不安

障害や病気が重くならないか不安

友だちができない

結婚相手が見つからない

何もやる気が起きない

その他

無回答

31.6

37.5

27.0

41.5

11.4

10.0

14.1

7.6

15.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 36 ％

必要なサービスが足りない

送迎がない

事業所スタッフが話を聞いてくれない

事業所スタッフがよく変わる

その他

無回答

36.1

19.4

8.3

8.3

33.3

22.2

0 20 40 60 80 100
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問１７ 悩みや困りごとがあったらだれ（どこ）に相談したいと思いますか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問２６ 障害福祉サービス等へのご意見・ご要望がございましたらご記入ください。 

    （主なものを抜粋） 

・現在は両親が毎日生活を援助しているが高齢のため心配しています。いずれ、福祉サー

ビスをお願いしたいと思っています。今は週１回福祉センターでの「点字教室」に通っ

ています。 

・女性の社会復帰ができるようになってきた世の中ですが、やはり障害の子を抱えていて

は時間的制約があり、限られてしまいます。午後４時以降預かっていただけるサービス

があると嬉しいです。 

・令和４年１１月より介護保険制度に切り替えたため、障害福祉サービスを受けていな

い。両制度の併用の必要性があったが、前例が無いとの理由で適用されなかった。前例

に捉われずに市民のためにより良い制度や仕組みを作っていくのも行政の責務と考えま

す。 

・入所施設に入る時など、今とかわらない状態で出会った方々と別れる事なくつながって

いけるといいと思います。医療もありの施設、親なきあとも安心なのではと思います。

自宅の近くにあるといいです。 

・家族が特定難病です。毎年の手続きが正直大変です。本人や家族の各種手続きがもう少

し軽減するよう御検討頂ければ幸いです。  

回答者数 = 1,017 ％

家族

友だち

職場の上司や同僚

施設の指導員やヘルパー

かかりつけの医師や看護師

障害者の団体や家族会

相談支援事業所（社会福祉協議会を除く）

社会福祉協議会

民生委員

障害者相談員

市・県・国の相談窓口

電話の相談サービス

その他

無回答

69.2

24.9

12.0

14.8

32.1

2.8

11.0

6.2

1.7

8.9

10.0

4.0

6.0

6.5

0 20 40 60 80 100
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② １８歳未満対象調査 

 

問１２ お子様は次のサービスを受けていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１２－１ そのサービスにどれくらい満足していますか。 

    （問１２で「サービスは受けていない」以外に回答をした人が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１２－２ そのサービスに不満な理由は何ですか。（複数回答可） 

     （問１２－１で「少し不満」又は「不満」に回答した人が対象） 

 

  回答者数 = 11 ％

必要なサービスが足りない

開所時間が短い

スタッフがよく変わる

その他

無回答

27.3

45.5

9.1

45.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 130 ％

満足

少し満足

どちらともいえない

少し不満

不満

無回答

67.7

14.6

8.5

6.2

2.3

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 160 ％

児童発達支援（未就学児の発達訓練）

医療型児童発達支援（児童発達支援に加えて医療ス
タッフによる支援）

放課後等デイサービス（就学中の児童の生活能力向
上のための訓練等）

保育所等訪問支援（支援員が保育所等を訪問して集
団生活に適応させるための支援）

「児童発達支援」～「保育所等訪問支援」のサービ
スは受けていない

無回答

22.5

0.6

58.1

5.6

18.1

0.6

0 20 40 60 80 100
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  問１４ 現在不安なことや困っていることはありませんか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問１８ 最後に、障害児福祉へのご意見・ご要望がございましたらご記入ください。 

    （主なものを抜粋） 

 

・高校生までは、放課後デイなど充実したサービスを受ける事ができ感謝しています。た

だその後がない為、不安を感じる。将来に向けて、自立する為の訓練の場が欲しい。短

期入所なども、限られている為、利用したくてもできない。親から離れ、生活するとい

うことを練習し経験をかさねて、自立に向け自信をつけるような場所、サービスを望ん

でいます。 

・学校に通学するのにあたり、毎日の送迎が必須となり、仕事を継続するのが難しくなっ

ています。障害のある子の親でも、社会へ出たい、将来の生活資金を貯めたい、普通の

事が介護等の時間の制約でできないのが現状です。どうか、そういった事にも、福祉サ

ービスが利用できるようにして頂きたいです。 

・安城市は手厚いので助かっています。息子は手帳がほしいですがもらえない状況です。

他市では手帳がないと支援級にいけないところもあるようです。グレーゾーンの子も福

祉サービスを受け続けられるようお願いします。 

・兄弟児に対してのケアがいきとどいてない気がします。自分自身も兄弟児だったので、

昔とあまり変わらない現実にモヤモヤしています。障害児に福祉が十分にいきとどいて

いればヤングケアラーも減るかもしれません。 

・我が子は支援級から支援学校高等部に進むことができましたが、支援級で 9年過ごした

子が、望んでも支援学校に入学できないケースが多くあることに不満を感じます。ボー

ダー児へのケアも重視してほしいです。 

 

 

  

回答者数 = 160 ％

お子様の通う学校や園での活動について

お子様の介助の負担

お子様の卒業後の暮らし・就職

お子様の障害や病気について

その他

無回答

31.3

10.6

83.1

35.6

6.9

6.9

0 20 40 60 80 100
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４ 関係団体等懇話会で出された意見 

令和５年（２０２３年）１月３１日に関係団体等懇話会を開催しました。関

係団体等懇話会は、市内の障害当事者団体、家族団体、障害福祉サービス事業

者、障害福祉ボランティア団体及び特別支援学校が集まって本市の障害福祉に

ついて意見交換する場です。この懇話会では、本計画策定について事前に提出

していただいたヒアリングシートをもとに意見交換をしました。その主なもの

を紹介します。 

（１）相談支援体制について  

○団体の活動に対する相談先として、行政機関や関係団体・機関との連携を図っています

が、相談する場がない団体もあり、連携体制の強化が求められる。 

○学齢期を終えた障害者と家族に対しては、新しい制度や支援内容などの情報提供の体制

が十分でない。また、縦割りの行政組織のため、課などの枠を超えての情報や相談の共

有が難しい状況である。 

○相談支援を行うスタッフが少ないため、多くの利用者を抱える場合があり、相談支援業

務が負担となり、離職につながっている場合もある。相談業務では経験と高いスキルが

求められるが、業務過多の状態が続いており、担い手が少ない状況であり、処遇の改善

等が必要である。 

○利用者が、誰にどのように相談したらいいのかわからない状況がある。また、主な相談

相手が家族である場合も多く、親亡き後に不安を感じる。さらに、窓口まで来ない人や

来れない人もおり、アウトリーチ的な相談支援も必要である。 

○数回の相談で解決しない問題が多く、当事者と行政、相談員、関係機関などが検討でき

る場が必要である 

○聴覚障害者（補聴器・人工内耳）の相談できる場所がない。 

○聴覚障害者の声は市役所に届きにくい。また、情報の格差故に問題を問題と感じていな

い人もいるため、支援してほしい。 

 

（２）サービス利用について  

○医療的ケアの必要な人に対しては、その人に応じたサービス利用ができるよう事業所の

増加や医療的ケアの必要な方の送迎等の支援が必要である。 

○学齢期までは学校や保健センターなどからの情報提供や相談支援があるが、卒業後は、

情報収集は個人任せになっており、情報へのアクセシビリティの保障の格差が実際のサ

ービス利用の格差につながっていることが懸念される。  
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○移動支援については、バスの運行の拡充やタクシー券の拡充、送迎サービスや公共交通

機関の充実等が求められている。 

○最近、障害の重度化が進み、個別対応が必要な方が増えている。特別支援学校では、生

徒８人に対し職員３、４名の体制であるが、施設ではそれだけの配置は難しい。 

○障害のある人が、地域生活の定着を進める必要があり、重度訪問介護の事業所が市内に

必要である。事業所が重度訪問介護に参入できるよう支援が必要である。 

○入所施設からの地域移行を進める中で、指定特定相談支援や障害児相談支援事業の需要

はあるが、相談支援事業所や相談支援専門員が不足している。 

○強度行動障害の方の利用できるサービスが少ない。送迎が必要な方が増えてきていて、

難しくなってきている。 

○介護保険適用外の障害のある方で、６５歳以上の方の日中活動の場及び生活の場が必要

である。 

○新たなサービス創設以前に、情報提供の窓口と情報提供のための手段の提供（アクセス

しやすい情報拠点の整備、デジタル手続きの講習会の開催など）が必要である。 

○共生型サービスの展開を官民協働で検討してほしい。 

○就労継続Ｂ型事業と生活介護事業の併用利用ができるようになるとよい。 

○当事者やその家族等の居場所やグループホーム等を充実してほしい。 

 

（３）療育・教育・就労について  

○指導者によって子どもの精神状態に大きな差があったり、障害についての知識が十分で

ない場合もある。障害児に対応する教員数が不足しているため、十分なケアが受けられ

ない状況である。 

○虐待防止も意図して、事業所が善意で障害児と家族の生活の大半を支えていても、結果

として障害児の家庭での居場所がなくなったり、家族の障害理解を阻害したりしていた

ら、学齢期後に家族が障害児と向き合えるのか心配です。家族が障害を理解し、家族と

して時間を共有する中で障害児をサポートできるよう、支援する体制を作り、両輪の支

援で支える必要がある。 

○学校や放課後デイなど個別対応が進む中で、施設での集団生活に馴染めない人が増えて

きています。また、就園移行、就学移行時に学校側、保護者側、事業所側との認識のず

れが大きい場合がある。関係機関の連携体制の構築や強化が必要である。 

○就園先、就学先の環境のばらつきが大きいため、園、学校選びに苦労し、保護者が疲弊

してしまう場合がある。インクルーシブ教育の環境の充実が必要である。 
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○障害者の就労先の職種が限定的である場合が多く、合理的配慮や障害特性に合った職場

環境の提供が求められる。 

○障害者雇用は、正社員での募集が非常に少なく、フルタイムのパートが多い。また、精

神障害者の就労が進んでいなく、障害のある人の雇用機会の拡充が必要である。 

○障害のある人の一般就労するために必要なこととして、一般企業の方は、障害特性に応

じた支援のあり方の理解が必要であり、障害のある方は、一般企業から求められている

ことを理解できることが必要である。また、体験就労の機会の充実や、実際に現場に入

っての支援（ジョブコーチなど）等が必要である。 

○社会情勢の厳しさで離職して、高度な社員教育を受け続ける機会を失った人やデジタル

社会に自信を持って適応しづらい人も多い状況であり、早期のリカレント教育が有効で

あり、情報提供が必要である。 

 

（４）障害のある人への理解、偏見や差別について  

○以前よりは、全体的に障害に対する理解が進んでいると感じている一方で、若年層より

高齢者の方が障害への理解が十分でなく、偏見があると感じており、差別解消法等さら

なる啓発活動を継続していくことが必要である。 

○難聴者・中途失聴者などさまざまな障害のあることを知らない人が多く、より一層障害

への理解の促進が必要である。 

○障害のある人の家族に対して配慮が必要だと思うことについて、障害に関わらず、すべ

ての人に思いやりを持った配慮を考えてほしく、ユニバーサルデザインの考え方の浸透

が必要である。また、相談できる場所の充実が必要である。 

 

（５）障害のある人が地域で暮らすための支援や施策について  

○自ら福祉サービスを求めることが難しい障害のある人へのアウトリーチ的な支援が必要

である。また、地域につながって生活していくため、グループホームを充実させてほし

い。 

○障害のある人やその家族に対する相談支援の充実や、福祉団体、保健所、社協、医療機

関、行政等横の連携による支援体制が機能する仕組づくりが必要である。 

○地域で障害のある人が自立して生活していくため、家族亡き後も考えて、定期的なカウ

ンセリングや相談支援できる場や機会の充実が望まれる。 

 

  



 
27 

 

５ 前計画の成果目標の達成状況 

 

  
令和元年度 令和４年度 令和５年度 

実績値 実績値 目標値 

入所施設からの地域生活移行者数累計 ０人 
１人 

（累計） 
６人 

施設入所者数 ８５人 ８０人 ８３人以下 

地域生活支援拠点等の運用状況の検証・検討 １回 １回 年１回以上 

年間

一般

就労

移行

者数 

就労継続支援Ａ型 ６人 １５人 ８人 

就労継続支援Ｂ型 １人 ２人 ３人 

就労移行支援 １６人 １８人 ２１人 

生活介護 ０人 ０人 ０人 

自立訓練 ０人 ０人 ０人 

児童発達支援センターの設置数 １か所 ２か所 １か所以上 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 
構築済 

（１か所） 

構築済 

（４か所） 
体制構築 

主に重症心身障害児を支援する 

児童発達支援事業所の設置数 
４か所 ５か所 １か所以上 

主に重症心身障害児を支援する 

放課後等デイサービス事業所の設置数 
２か所 ２か所 １か所以上 

医療的ケア児支援のための関係機関の 

協議の場の設置 
１か所 １か所 １か所以上 

医療的ケア児等コーディネーターの配置数 ３人 ８人 配置有 

総合的・専門的な相談支援の実施及び 

地域の相談支援体制を実施する体制の確保 
実施 実施 実施 

愛知県が実施する障害福祉サービス等に係る 

研修への参加 
実施 実施 実施 

関係事業所等との審査支払に係る分析結果の共有 実施 実施 実施 

一般就労への移行者のうち 

就労定着支援事業の利用者数 
算定なし ２０％ 

就労定着支

援事業所を

利用する者

が７割以上 

就労定着支援事業所のうち 

就労定着率が８割以上の事業所 

就労定着支

援事業所が

ない 

就労定着支

援事業所が

ない 

事業所全体

の７割以上 
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６ 市の障害福祉サービス等に係る施策の課題 

（１）８０５０問題  

障害のある人を高齢の親が支えるいわゆる８０５０問題は、親が介護負担を

できなくなり、子の自立が課題となるケースが増えています。地域での自立支

援の取組の重要性が増しています。 

 

（２）外出支援  

障害福祉アンケート問１２「あなたはどの程度外出しますか」の回答は、「月

に数回外出する」１１．８％、「めったに外出しない」７．８％、合わせて１９．

６％あります。６年前のアンケートと比較すると、「月１～３回」６．４％、「年

に数回」３．４％、「ほとんど外出していない」２．７％、合わせて１２．５％

あり、外出頻度が少ない人が増加しています。新型コロナウイルス流行の影響

もあるかもしれません。障害のある人の社会参加を増やすために、地域での交

流の機会を増やしたり、移動支援などの外出を支援するサービスを充実させる

必要があります。 

 

（３）介護員不足  

自立支援協議会や関係団体等懇話会において、介護員が不足しているという

声をよく聞きます。特に、移動支援や訪問入浴のサービスを利用したくても介

護員の都合がつかずに利用できない時が多いという声が多いです。実際に介護

員不足を理由に閉鎖される事業所も出ています。 

 

（４）相談支援専門員不足  

計画相談件数が右肩上がりで増加しているのに対し、サービス等利用計画書

を作成する相談支援専門員数が横ばいで増えていません。一人で多くの要支援

者を抱え、十分な相談ができないことも危惧されます。 
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（５）重度障害者又は精神障害者を受け入れ可能なグループホーム不足  

グループホームは施設数・利用者数共に伸びていますが、重度障害者又は精

神障害者を受け入れられるグループホームは少ないです。入所施設からの地域

移行を進めるため、また、精神病床からの地域移行を進めるため、その受け入

れ先として重度障害者又は精神障害者を受け入れ可能なグループホームを増

やす必要があります。 

 

（６）強度行動障害のある人とその家族への支援体制  

強度行動障害のある人は問題行動が多いがゆえに受け入れ先が見つかりに

くく、家族の負担が大きいです。また、支援に当たる介護員の負担も大きいで

す。強度行動障害のある人への支援には高い支援力が必要であり、支援体制の

構築が求められています。 

 

（７）急増する障害児通所支援の質の確保  

放課後等デイサービス、児童発達支援等の利用者は、発達障害のある子ども

等の早期発見・早期療育のため、近年右肩上がりで増え続けており、それに合

わせて、その事業所も急増しています。そのため、質の低下が懸念され、質の

確保が課題となっています。 

 

（８）就労支援の充実  

障害者雇用率は、民間企業については令和５年度は２．３％以上、令和６年

度は２．５％以上、令和８年度は２．７％以上とすることが義務付けられてい

ます。愛知県内の民間企業では、令和４年６月１日現在で２．１９％であり、

全国平均の２．２５％よりも低いです。就労は自立した生活の基盤になるとと

もに、生きがいや社会参加にもつながります。合理的配慮や仕事の切り出しに

よって就労できる人は多くいますので、就労移行支援等の充実、民間企業への

働きかけ等の施策が求められています。 
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（９）家族支援の充実  

障害福祉サービス等は質量ともに充実してきてはいるものの、障害のある人

への介助を家族に頼っている世帯はまだまだ多いです。在宅介護を支える家族

が介護から一時的に離れ心身ともにリフレッシュする機会を得られるように

したり、相談の機会や家族同士の交流の機会を創出することが求められていま

す。 
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第 章   障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る成果目標 

 

 

 

基本指針では、障害のある人等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労

支援といった課題に対応するため、令和８年度を目標年度とする障害福祉計画及び

障害児福祉計画において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体

制の確保に係る目標として、次の７項目について成果目標を設定することが適当で

あるとしています。また、成果目標を達成するために必要な量等を計画に見込むこ

とが適当であるとしています。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

福祉施設に入所している人のうち、適切に意思決定支援を行うことにより地

域生活を希望する人に対し、地域での暮らしを保障することが必要です。基本

指針では、令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上を令和８年（２０２６

年）度末までに地域生活へ移行すること、施設入所者数を令和４年度末時点か

ら令和８年（２０２６年）度末までに５％以上の削減することとしています。 

この目標の達成には受け皿となる重度障害のある人を受け入れ可能なグル

ープホームが増えることや、入所者の意思決定支援が必要であることから、高

い専門性を持った支援が必要です。 

本市では入所者や家族の意向を踏まえ、グループホームを利用する等により

地域生活への移行を進め、以下の目標の達成を目指します。 

 

基 準 数 

令和４年度末の施設入所者数 ８０人 

目 標 値 

令和８年度末までの地域生活移行者数  ５人 

令和８年度末の施設入所者数  ７６人以下 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

基本指針では、都道府県に精神障害のある人の精神病棟から退院後１年以内

の地域における平均生活日数を３２５．３日以上とすること、精神病床におけ

る１年以上長期入院患者数を一定数以下に抑えること、精神病床における早期

退院率を一定数以上にすることの３点を目標値として設定することを求めて

います。市町村には精神障害に対する重層的な連携による支援体制についての

見込みを設定することを求めています。 

本市では、令和６年度から始まる第５次地域福祉計画において重層的支援体

制整備事業の推進を掲げます。重層的支援体制整備事業の推進には地域包括ケ

アシステムにおいて受け止めた精神障害の課題を必要な機関につないで支援

していくことが必要です。本市では、自立支援協議会のこころグループにおい

て精神障害のある人の地域生活のための保健、医療及び福祉関係者による協議

の体制を確立しており、引き続きその充実に努めます。 

 

〇基本指針の示す活動指標と見込み 

指標 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保健、医療及び福祉
関係者による協議の
場の開催回数 

回 4 4 4 4 4 4 

保健、医療及び福祉
関係者による協議の
場への関係者の参加
者数 

人 19 20 20 20 20 20 

保健、医療及び福祉
関係者による協議の
場における目標設定
及び評価の実施回数 

回 1 1 1 1 1 1 

精神障害のある人の
地域移行支援の利用
者数 

人 7 3 3 3 3 3 

精神障害のある人の
地域定着支援の利用
者数 

人 33 33 33 34 35 36 

精神障害のある人の
共同生活援助の利用
者数 

人 37 45 48 51 54 57 

精神障害のある人の
自立生活援助の利用
者数 

人 0 0 0 0 0 0 

精神障害のある人の
自立訓練（生活訓
練）の利用者数 

人 4 4 5 5 5 5 
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３ 地域生活支援の充実 

基本指針では、令和８年度（２０２６年度）末までに、地域生活支援拠点等

を確保しつつ、その機能の充実のため、コーディネーターを配置するなどによ

り効果的な支援体制の構築を進め、また、年１回以上運用状況を検証、検討す

ることを基本としています。 

また、令和８年度（２０２６年度）末までに、強度行動障害のある人に関し

て、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進め

ることを基本としています。 

地域生活支援拠点等とは、障害のある人や介助する家族の高齢化、「親亡き

後」の生活を見据え、障害のある人の生活を地域全体で支えるための支援体制

のことです。 

本市においては、次の概念図のとおり、５つの機能を柱としています。 

 

■安城市の地域生活支援拠点等の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤ 地域の体制づくり 
 基幹相談支援センター、地域生

活支援拠点等コーディネータ

ー、障害福祉サービス等を提供

する事業所及び市が情報共有や

課題検討を行っています。 

④専門的人材の 

確保・養成 

 重度化する障害に対応できる

高度な専門知識を有する施設

職員の確保・育成を行うた

め、基幹相談支援センター、

安城市自立支援協議会が研修

等を行っています。 

②緊急時の 

受け入れ 

 介助者の急病や障害者の状態

変化等、障害者が自宅で介助

等を受けることができない緊

急時において、市内 4 か所の

短期入所事業所で受け入れの

対応を行っています。 

③ 体験の機会・場 

「親亡き後」を見据えた将来

的な自立や、病院・障害者支

援施設から地域での生活への

移行にあたって、一人暮らし

の体験の機会・場を提供して

います。 

①相談 

 
緊急時に相談ができる窓口を

設置し、障害のある人からの

相談を受け付けています。 
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本市では、地域生活支援拠点等の設置については拠点の機能を有する複数の事業

所が横の連携で支援に当たる面的整備が済んでいますので、本市独自の成果目標を

設定します。 

強度行動障害のある人への支援については、本市でも支援が困難な事例が多くあ

るため、支援ニーズを把握し、ニーズに基づく支援ができるよう、地域の関係機関

が連携した支援体制の整備を進めます。 

 

 

指標 
令和４年度 

（現状値） 

令和８年度 

（目標値） 

一人暮らしのための体験部屋の実利用人数 ４人 ８人 

一人暮らしのための体験部屋の利用回数 ３４回 ６０回 

地域生活支援拠点等コーディネーターの 

配置人数 
２人 ４人 

地域生活支援拠点等が有する機能の充実に 

向けた支援の実績等を踏まえた検証及び 

検討の実施回数 

１回 １回 

強度行動障害のある人の支援体制の整備 未整備 整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
35 

 

４ 福祉的就労等から一般就労への移行等 

基本指針では、令和８年度における福祉施設の利用者のうち、一般就労への

移行実績を、令和３年度の１．２８倍以上とすることを基本としています。こ

の際、就労移行支援事業、就労継続支援Ａ型事業及びＢ型事業について、各事

業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和８年度中

に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとしています。 

就労移行支援事業については、令和３年度の一般就労への移行実績の１．３

１倍以上とすることを基本としています。また、就労継続支援Ａ型事業につい

ては令和３年度の一般就労への移行実績の１．２９倍以上、就労継続支援Ｂ型

事業については１．２８倍以上とすることとしています。 

また、障害のある人の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支

援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率に係る目標値を設定すること

とし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援

事業の事業所数等を踏まえた上で、令和３年度の実績の１．４１倍以上とする

ことを基本としています。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分

以上とすることを基本としています。 

本市では、以下のように成果目標を設定し、在宅就労も含め、障害特性に応

じた多様な就業機会の確保に努めます。 
 

基 準 数 

令和３年度の 
一般就労移行者数 

 ４７人 

うち就労移行支援 ３４人 

うち就労継続支援Ａ型 １１人 

うち就労継続支援Ｂ型 １人 

目 標 値 

令和８年度中の一般就労移行者数 ６２人 

令和８年度中の一般就労移行者数 
（就労移行支援） 

４５人 

令和８年度中の一般就労移行者数 
（就労継続支援Ａ型） 

１５人 

令和８年度中の一般就労移行者数 
（就労継続支援Ｂ型） 

２人 

令和８年度における一般就労へ移行した者のうち 
就労定着支援の利用者数 

７人 

令和８年度における就労定着支援事業所のうち就労定着率
７割以上の事業所の割合 

２割５分以上 

令和８年度における就労移行支援事業利用終了者に占める
一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所の割合 

５割以上 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等  

基本指針では、令和８年度（２０２６年度）末までに、児童発達支援センタ

ーを各市町村に少なくとも１か所以上設置することを基本としています。 

また、令和８年度（２０２６年度）末までに保育所等訪問支援を利用できる

体制を構築すること、主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援

事業所及び放課後等デイサービス事業所を市町村に少なくとも１事業所以上

確保することとしています。 

加えて、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和８年度（２０

２６年度）末までに、市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等

の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等

に関するコーディネーターを配置することとしています。 

本市では、児童発達支援センターが２か所整備されており、発達に心配や遅

れのある子どもに１８歳まで継続した支援を実施しています。今後はその体制

を維持しつつ、障害のある子どもへの支援が充実するよう努めます。また、障

害のある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するた

めの保育所等訪問支援事業所が複数あり、主に重症心身障害のある子どもを支

援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所も複数あります。 

 

医療的ケア児への支援については、令和３年に医療的ケア児及びその家族に

対する支援に関する法律が施行されました。愛知県は令和４年度に７か所の医

療的ケア児支援センターを設置し、地域ごとに医療的ケア児等アドバイザーを

配置し、令和５年度から愛知県のすべての医療的ケア児とその家族に対する支

援ネットワーク構築事業が始まっています。本市では令和５年４月１日時点で

医療的ケア児等コーディネーターが８人いますので、医療的ケア児等コーディ

ネーターとともに愛知県の事業に協力し、医療的ケア児及びその家族への支援

に当たります。 

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場については、保健、医療、障

害福祉、保育、教育等の関係機関が医療的ケア児のための連携を図ることを目

的とした協議の場を設置しており、今後も協議の場を継続します。 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

基本指針では、令和８年度（２０２６年度）末までに各市町村において、総

合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を

通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、基

幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保するとし

ています。自立支援協議会においては、個別事例の検討を通じた地域サービス

基盤の開発・改善等に取り組むとともに、これらの取組を行うために必要な体

制を確保することとしています。 

本市では、基幹相談支援センターを設置し、地域の相談支援事業所に対する

指導に当たっています。また、自立支援協議会では、多くの専門部会があり、

地域課題の解決に向けて活発に活動しています。 

しかしながら、第２章６（４）のとおり、相談支援専門員が不足しており、

十分な相談ができないことも危惧される状況にあります。 

今後も基幹相談支援センター及び自立支援協議会の充実を推進するととも

に、必要な相談支援専門員の確保に努めます。 

 

〇基本指針の示す活動指標と見込み 

指標 単位 

実績 見込み 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

令和６ 
年度 

令和７ 
年度 

令和８ 
年度 

地域の相談支援事業
所に対する訪問等に
よる専門的な指導・
助言件数 

件 25 13 25 25 25 25 

地域の相談支援事業
所の人材育成の支援
件数 

件 15 15 15 15 15 15 

地域の相談機関との
連携強化の取組の実
施件数 

件 12 12 12 12 12 12 

基幹相談支援センタ
ーにおける主任相談
支援専門員の配置数 

人 1 1 1 1 1 1 

協議会における相談
支援事業所の参画に
よる事例検討実施回
数 

回 5 4 3 3 3 3 

事例検討の参加事業
所数 

回 7 7 8 8 8 8 

協議会の専門部会の
設置数 

個 12 13 14 12 12 12 

協議会の専門部会の
実施回数 

回 87 73 84 72 72 72 
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７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

基本指針では、市町村において、サービスの質の向上を図るための取組に係

る体制を構築することとしています。 

障害福祉サービス等の質向上への対策としまして、市職員には、愛知県や各

種福祉団体が提供する研修機会に積極的に参加させています。事業者に対して

は、自立支援協議会を通じて虐待防止や応用行動分析学等の研修機会を提供し

ています。また、障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果の分析を

事業者に提供し、適正な給付費の請求を促しています。 

今後も以上の取組を引き続き推進し、障害福祉サービス等の質の向上に努め

ます。 

 

 

〇基本指針の示す活動指標と見込み 

指標 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

各種研修への 
市職員の参加者数 

人 10 10 10 10 10 10 

審査支払に係る分析
結果を事業所や関係
自治体等と共有する
体制の有無及び実施
回数 

回 12 12 12 12 12 12 
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第 章    障害福祉サービス等の見込み 

 

 

１ 見込量確保のための方策 

基本指針では、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障

害児通所支援及び障害児相談支援に係る見込量を年度ごとに必須又は任意で

定めることが適当であるとしています。また、その見込量確保のための方策を

定めることが適当であるとしています。 

事項以下に示す障害福祉サービス等の見込量を確保するため、予算を確保し

ます。 

なお、第２章５で取り上げた介護員の不足、相談支援専門員の不足の課題に

ついては、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定を注視するとともに、必要

に応じて市としての支援策を検討します。また、重度障害のある人又は精神障

害のある人を受け入れられるグループホーム不足の課題については、事業者か

ら新設の相談があった場合は協力していきます。 

 

 

２ 障害福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス  

サービス 概要 

居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 

重度訪問介護 
重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事な
どの介助や外出時の移動の補助をします。 

同行援護 
視覚障害により移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報の提供（代
筆・代読を含む）や外出支援などを行います。 

行動援護 
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動す
るときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 

重度障害者等
包括支援 

介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的
に行います。 
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○ 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 
時間/月 2,353 2,474 2,540 2,610 2,680 2,750 

人/月 168 178 183 188 193 198 

重度訪問介護 
時間/月 1,182 1,206 1,200 1,300 1,300 1,300 

人/月 7 7 7 8 8 8 

同行援護 
時間/月 198 215 218 221 223 226 

人/月 18 19 20 20 21 21 

行動援護 
時間/月 126 116 116 116 116 116 

人/月 11 10 10 10 10 10 

重度障害者等
包括支援 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

※各年度月平均 
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（２）日中活動系サービス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス 概要 

生活介護 
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護などをしま
す。 

自立訓練 
（機能訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能の維
持・向上のために必要な訓練をします。 

自立訓練 
（生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、生活能力の維
持・向上のために必要な訓練をします。 

就労移行支援 
就労を希望する人に、一定の期間、生産活動やその他の活動の機会の提
供、知識や能力の向上のための訓練をします。 

就労継続支援 
（Ａ型） 

一般企業などでの就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会の提
供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための
訓練をします。 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

一般企業などでの就労が困難な人に、就労の機会の提供や生産活動、そ
の他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 

就労定着支援 
就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した障害のある人に、相
談を通じて就業に伴う生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機
関などとの連絡調整など、課題解決に向けて必要となる支援をします。 

就労選択支援 

就労アセスメントの手法を活用して整理した就労能力や適性、配慮事項
などに応じて障害のある人本人が雇用や福祉、医療などの関係機関と連
携しつつ、一般就労や就労継続支援Ａ型、Ｂ型などの就労系障害福祉サ
ービスの事業所の利用の選択を支援します（令和６年度から新設予定の
事業）。 

療養介護 
医療の必要な障害のある人で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓
練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 

福祉型 
短期入所 

家で介護を行う人が病気などの場合に、障害のある人を短期間障害者支
援施設などへ入所させ、施設で入浴や排せつ、食事の介護などをしま
す。 

医療型 
短期入所 

家で介護を行う人が病気などの場合に、重症心身障害などの重い障害の
ある人を短期間医療機関などへ入所させ、医療の管理の下で入浴や排せ
つ、食事の介護などをします。 
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○ 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 
人日/月 7,324 7,275 7,350 7,420 7,500 7,580 

人/月 388 388 392 396 400 404 

自立訓練 
（機能訓練） 

人日/月 25 5 11 11 11 11 

人/月 2 1 1 1 1 1 

自立訓練 
（生活訓練） 

人日/月 41 49 48 48 60 72 

人/月 3 3 4 4 5 6 

就労移行支援 
人日/月 983 868 924 983 1,040 1,110 

人/月 55 50 53 56 59 62 

就労継続支援 
（Ａ型） 

人日/月 2,735 2,828 2,910 2,970 3,040 3,100 

人/月 140 147 150 153 157 160 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

人日/月 4,049 4,701 5,180 5,660 6,140 6,620 

人/月 254 289 319 348 378 407 

就労定着支援 人/月 25 36 39 41 36 37 

就労選択支援 人/月 － － － － 8 9 

療養介護 
人日/月 472 445 456 456 456 456 

人/月 16 15 15 15 15 15 

福祉型短期入所 
人日/月 272 387 392 397 402 406 

人/月 79 80 81 82 83 84 

医療型短期入所 
人日/月 5 24 33 38 48 57 

人/月 2 6 8 9 11 13 

※各年度月平均 
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（３）居住系サービス  

サービス 概要 

自立生活援助 
施設入所支援や共同生活援助を利用していた人で１人暮らしを希望する
人などを対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地
域生活に向けた相談・助言などを行います。 

共同生活援助 
地域で共同生活を営む人に、主に夜間に住居の相談や日常生活上の援助
をします。 

施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 

 

○ 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 0 0 0 

共同生活援助 人/月 138 147 157 167 177 187 

施設入所支援 人/月 82 79 78 77 75 74 

※各年度月平均 

 

（４）計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援  

サービス 概要 

計画相談支援 
障害のある人の心身の状況や環境、サービス利用などの意向を聞き取
り、その人に合ったサービス利用の計画を作成します。 

地域移行支援 
施設入所者または精神科病院に入院している人に対して、住居の確保や
地域生活に移行するための相談などの支援をします。 

地域定着支援 
単身などで生活する障害のある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保
し、緊急の事態に必要な支援をします。 

 

〇 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 人/月 302 323 345 369 395 423 

地域移行支援 人/月 3 1 3 3 3 3 

地域定着支援 人/月 30 30 31 32 33 34 

※各年度月平均 

  



 
44 

 

３ 地域生活支援事業の見込量 

（１）理解促進研修・啓発事業  

事業名 概要 

理解促進研修 
・啓発事業 

障害のある人が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障壁」
をなくすため、地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深め
るための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 

 

○ 必要な量の見込み 

本事業についてはボランティア団体に委託するなどして毎年度実施します。 

 

（２）自発的活動支援事業  

事業名 概要 

自発的活動支
援事業 

障害のある人、その家族、地域住民などが地域で自発的に行う活動（ピ
アサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など）を支援
します。 

 

○ 必要な量の見込み 

本事業については社会福祉法人に委託して毎年度実施します。 

 

（３）相談支援事業  

事業名 概要 

相談支援事業 
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報
の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援
します。 

 

○ 必要な量の見込み 

相談支援事業のうち、住宅入居等支援事業については、地域生活支援拠点等

の一環として、相談支援事業者に委託して実施します。その他の相談支援事業

については安城市社会福祉協議会に委託して実施します。 
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（４）成年後見制度利用支援事業  

事業名 概要 

成年後見制度
利用支援事業 

知的障害のある人または精神障害のある人で、補助を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると認められる人に対して、必要となる費用
のすべてまたは一部を補助します。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度利用 
支援事業 

実施の
有無 

有 有 有 有 有 有 

 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業  

事業名 概要 

成年後見制度
法人後見支援
事業 

判断能力が不十分な障害のある人で、適切な後見人などが得られないと
きに社会福祉協議会が後見人となり財産管理などの法律行為について支
援します。 

 

○ 必要な量の見込み 

本事業については安城市社会福祉協議会に委託して毎年度実施します。 

 

（６）意思疎通支援事業  

事業名 概要 

意思疎通支援
事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通に支障
がある人を手話通訳者の設置、手話通訳者や要約筆記者の派遣などによ
り支援します。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者設置事業 人/年 2 2 2 2 2 2 

手話通訳者派遣事業 件/年 377 410 435 461 488 517 

要約筆記者派遣事業 件/年 38 37 40 40 40 40 
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（７）日常生活用具給付等事業  

事業名 概要 

日常生活用具
給付等事業 

障害のある人に対して、日常生活用具等を給付します。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

介護訓練支援用具 件/年 9 9 9 9 9 9 

自立生活支援用具 件/年 19 23 23 24 24 24 

在宅療養等支援用
具 

件/年 47 38 38 38 38 38 

情報・意思疎通支
援用具 

件/年 24 20 22 22 22 22 

排泄管理支援用具 件/年 3,408 3,149 3,300 3,300 3,300 3,300 

居宅生活動作補助 
用具（住宅改修
費） 

件/年 2 5 5 5 5 5 

 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業  

事業名 概要 

手話奉仕員養
成研修事業 

聴覚障害のある人の活動への支援者として期待される手話奉仕員（日常
会話程度の手話表現技術を取得した者）の養成研修を開催します。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話奉仕員養成 
研修事業 

実施の有
無 

有 有 有 有 有 有 
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（９）移動支援事業  

事業名 概要 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害のある人に対して、地域における自立生活や
社会参加の促進を図るための外出を支援します。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

移動支援事業 
人/月 151 161 171 181 190 200 

時間/月 923 1,076 1,140 1,200 1,270 1,330 

※各年度月平均 
 

 

（10）地域活動支援センター機能強化事業  

事業名 概要 

地域活動支援
センター事業 

障害のある人に対して、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会
との交流を促進します。 

 

○ 必要な量の見込み 

本市では委託事業として地域活動支援センター「陽なた」があり、精神障害

のある人の集いの場、相談の場などの居場所として提供しています。この委託

事業の活動の一部が地域活動支援センター機能強化事業になります。 

なお、令和５年度に試行として陽なたを８か所の地区福祉センターで巡回実

施しました。地域で孤立しがちな障害のある人とその親への支援のため、巡回

実施等の事業を推進します。 

 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域活動支援 
センター事業 

か所 1 1 1 1 1 1 

人/年 4,348 4,089 4,200 4,200 4,200 4,200 
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（11）任意事業  

事業名 概要 

訪問入浴事業 

家庭における入浴が困難で、障害福祉サービスによる家庭での入浴、その他の
事業による入浴サービスの利用が困難な在宅の重度障害のある人に対して、訪
問入浴車による定期的な入浴サービスを実施し、衛生的で快適な日常生活の確
保と家族などの介護負担の軽減を図ります。 

日中一時支援
事業 

障害のある人の日中における活動の場を提供することにより、日常的に介
護している家族の休息の機会を確保し、介護者の負担軽減を図ります。 

地域移行のた
めの安心生活
支援 

地域における自立を促進するための自立生活体験の場や、地域生活を支援
するためのサービス提供体制の総合調整を図る地域生活支援拠点等コーデ
ィネーターを配置し、障害のある人の地域生活を支える体制を整えます。 

スポーツ・レ
クリエーショ
ン教室開催等
事業 

スポーツやレクリエーションに参加できる機会を提供し、地域住民と一
体となった振興を図ります。 

文化芸術活動
振興 

障害のある人などの作品展、音楽会、映画会などの芸術文化活動の機会
を提供し、創作意欲を助長するための環境の整備及び必要な支援を行い
ます。 

自動車運転免
許取得・改造
助成 

障害のある人を対象として、自動車運転免許取得費用の一部を助成しま
す。身体障害のある人が自動車を改造する必要がある場合に、その改造
に要する経費の一部を助成します。 

知的障害者職
親委託 

知的障害のある人を一定期間、職親に預け、生活指導及び技能習得訓練
等を行うことによって、自立更生を図ります。 

更生訓練費給
付 

障害のある人の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を給付します。 

障害支援区分
認定等事務 

障害支援区分の認定等のために調査を実施したり、審査及び判定に当た
って医師に意見書を作成させる事務等を行います。 

 

○ 必要な量の見込み 

事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

訪問入浴事業 
回/月 200 190 192 195 197 200 

人/月 29 29 29 29 29 29 

日中一時支援事業 
人/月 201 183 188 192 197 202 

回/月 1,046 877 977 1,000 1,020 1,050 

※各年度月平均 

訪問入浴・日中一時支援以外の事業は毎年度実施します。 
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（12）地域生活支援促進事業  

事業名 概要 

障害者虐待防
止対策支援事
業 

障害者虐待の防止や早期発見、迅速な対応、適切な支援のため、精神保健福祉
士を配置し、虐待時の対応のための体制を整備します。 

成年後見制度
普及啓発事業 

弁護士等による講演会を開催するなど普及啓発を行います。 

発達障害のあ
る人及びその
家族等に対す
る支援事業 

発達障害のある人の早期発見・早期支援のために、保護者等が子どもの発
達障害の特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントトレーニングやペアレント・プログラム等による支援
を行います。 

雇用施策との
連携による重
度障害者等就
労等支援特別
事業 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による「重度訪問介護サー
ビス利用者等職場介助助成金・通勤援助助成金」を活用しても支障が残る
場合などに、市の事業として重度障害のある人等の就労を支援します。 
（令和５年度開始事業） 

重度訪問介護
利用者の大学
修学支援事業 

重度訪問介護の利用者が大学等に修学するにあたり、通学中及び大学の敷
地内における身体介護等のサービスを提供します。 
（令和５年度開始事業） 

 

○ 必要な量の見込み（年間） 

 事業名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

発達障害のある人及
びその家族等に対す
る支援事業（支援プ
ログラム受講者数） 

人／年 42 42 42 42 42 42 

雇用施策との連携に
よる重度障害者等就
労等支援特別事業 

人／年 - - 1 1 1 1 

重度訪問介護利用者
の大学修学支援事業 

人／年 - - 1 1 1 1 

     障害者虐待防止対策支援事業及び成年後見制度普及啓発事業については毎年度実施します。 
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４ 障害児通所支援・障害児相談支援の見込量 

（１）障害児通所支援・障害児相談支援  

サービス 概要 

児童発達支援 
障害のある未就学の子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行うサービス。 

医療型児童発達
支援 

肢体不自由のある未就学の子どもに対し、日常生活における基本的な動
作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援と治療を行
うサービス。 

放課後等デイサ
ービス 

就学している障害のある子どもに対し、放課後や学校の休校日に、生活
能力向上のための訓練や社会との交流促進等の支援を行うサービス。 

保育所等訪問支
援 

保育所等を訪問し、障害のある子どもに対して、障害のある子ども以外
の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービス。 

居宅訪問型児童
発達支援 

重度障害の状態等で外出が著しく困難な障害のある子どもに、居宅を訪
問し、日常生活動作の指導、知識技能の付与、訓練等を行うサービス。 

障害児相談支援 
障害のある子どもが障害児通所支援を利用する際に、必要なサービス等
利用計画書を作成し、作成した計画が障害のある子どもにとって適切か
どうかモニタリング等の支援を行うサービス。 

医療的ケア児に
対する関連分野
の支援を調整す
るコーディネー
ターの配置 

医療的ケア等を必要とする障害のある子どもに対し、保健、医療、障害
福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を調整するコーディネーターを
配置する事業。 

  

○ 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 
人日/月 1,540 1,786 1,870 1,970 2,070 2,170 

人/月 101 134 140 145 151 158 

医療型児童発達支援 
人日/月 1 8 8 8 8 8 

人/月 0 1 1 1 1 1 

放課後等デイサービ
ス 

人日/月 4,075 4,680 4,710 4,980 5,270 5,560 

人/月 369 412 435 460 486 513 

保育所等訪問支援 
人日/月 5 11 15 18 21 24 

人/月 4 11 15 18 21 24 

居宅訪問型児童発達
支援 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

人/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 128 145 158 172 187 204 

医療的ケア児に対す
る関連分野の支援を
調整するコーディネ
ーター 

人 5 7 8 9 10 10 

 
※各年度月平均 
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５ その他の支援の見込量と確保策 

（１）保育園等への障害のある子どもの受入れ  

あいちはぐみんプラン２０２０-２０２４では、障害のある子どもへの幼児

期の支援として、「市町村は、保育所等において、障害のある幼児の受入れに必

要な環境改善や職員の資質向上を図ります。県は、環境改善等に対する費用の

助成を行い、障害児保育や特別支援教育の充実に努めます」としています。ま

た、「県は、放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入れに必要な環境改

善や、専門的な知識等を有する放課後児童支援員の配置への支援を行うととも

に、放課後児童支援員等に対する研修の充実を図ります」としています。この

愛知県の計画を受け、また、幼少期において障害のある子どもの地域社会への

参加・包容（インクルージョン）を推進するため、本市では保育園等における

障害のある子どもの受入れ体制の整備に努めます。 

 

○ 必要な量の見込み（年間） 

指標 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保育園・認定こども
園における障害のあ
る子どもの受け入れ 

人 36 35 35 35 35 35 

放課後児童健全育成
事業（放課後児童ク
ラブ）における障害
のある子どもの受け
入れ 

人 25 44 70 70 70 70 

※ 保育園・認定こども園については、公立・事業団園のみで、各園で把握している手帳所持 

者等の人数のみを載せている。 

※ 放課後児童クラブについては、公立のクラブのみで、各クラブで把握している手帳所持者 

等の人数のみを載せている。 
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第 章    計画の推進 

 

 

１ 計画の推進 

計画の推進にあたっては、国や県、自立支援協議会等との連携のもと、市民、

ボランティア、民生委員・児童委員、サービス提供事業者、企業、医療関係者

などとのネットワークを形成し、障害のある人が個人としての尊厳にふさわし

い日常生活または社会生活が営めるように支援体制の確保を図り、計画を推進

します。 

 

 

２ 計画の進捗管理 

基本指針を踏まえ、障害福祉計画におけるＰＤＣＡサイクルによる評価と見

直しを行います。 

成果目標については、１年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施策

の動向も踏まえながら、分析・評価を行い、必要があると認めるときには、計

画の変更や事業の見直し等の措置を講じます。 

評価の際には、自立支援協議会等の意見を聴くとともに、その結果を公表し

ます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

等を基にして業務計画を 

作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務

を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 

自立支援協議会 

及び 

その専門部会 

評価・ 

改善案 

 

市 

市社協・ 

障害福祉事業所 

意見聴取 

連携・協力 
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     資料編 

 

 

 

１ 安城市障害者福祉計画策定委員会 

任期 令和４年１０月２７日～令和６年３月３１日 

氏   名 所属及び役職等 選任区分 備考 

神谷 明文 安城市社会福祉協議会 会長 社会福祉関係者 委員長 

岡本 雅彦 安城市医師会 会長 医療関係者 副委員長 

鶴田 稔 安城市町内会長連絡協議会 副会長 
地域住民関係者 

～R5.5.31 

石原 隆義 安城市町内会長連絡協議会 会計 R5.6.1～ 

飯島 德哲 
安城市医師会（精神） 
医療法人純和会矢作川病院 理事長 

医療関係者  

山本 健一 
安城市小中学校長会 
特別支援教育推進協議会長 

教育関係者  

石黒 真理 愛知県立安城特別支援学校 教頭 教育関係者  

志水 みゆき 
刈谷公共職業安定所（ハローワーク） 
就職促進指導官 

雇用関係者 

～R5.5.31 

飯田 真由美 
刈谷公共職業安定所（ハローワーク） 
所長 

R5.6.1～ 

中根 恵美子 衣浦東部保健所 健康支援課課長補佐 

保健関係者 

～R5.5.31 

西出 素子 
衣浦東部保健所 健康支援課主査 
（班長） 

R5.6.1～ 

石川 誠 安城商工会議所 雇用労働委員会委員長 
企業等関係者 

～R5.2.28 

大見 満宏 安城商工会議所 雇用労働委員会委員長 R5.3.1～ 

小原 治雄 
安城市民生委員児童委員協議会 
障害福祉部会 副部会長 

地域福祉関係者 

～R5.2.28 

柴田 正義 
安城市民生委員児童委員協議会 
障害福祉部会 副部会長 

R5.3.1～ 

三輪 秀昭 安城市ボランティア連絡協議会 会員 地域福祉関係者  

都築 文明 安城市身体障害者福祉協会 会長 
当事者団体を 
代表する者 

 

原 恵美子 安城市手をつなぐ親の会 会長 
当事者団体を 
代表する者 

 

薮内 敏彦 
精神障害者安城地域家族会 
「ぶなの木会」会長 

当事者団体を 
代表する者 

 

長谷川 朱美 社会福祉法人聖清会 主任 事業所関係者  

小川 正人  
当事者 
（公募市民） 

 

藤田 千恵子  
当事者 
（公募市民） 

 

※ 敬称略 
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２ 計画の策定経過 

 

年 月 日 会議名 内容 

令和４年１０月２７日 第 1 回策定委員会 
・計画の策定方針について 
・アンケート案について 

令和５年３月２３日 第２回策定委員会 
・アンケートの集計結果に 

ついて 
・令和５年度の開催予定 

令和５年６月２９日 第３回策定委員会 ・計画の骨子について 

令和５年１０月１２日 第４回策定委員会 ・計画案について 

令和６年１月２５日 第５回策定委員会 
・パブリックコメントへの回

答について 
・計画答申案について 
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３ 諮問・答申 

 

 

４障福第６６号 

令和４年１０月２７日 

 安城市障害者福祉計画 

策定委員会委員長 様 

 

安城市長 神 谷  学  

 

第７期安城市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画 

の策定について（諮問） 

 

本市に暮らす誰もが住み慣れた地域で自立した生活を送り、互いに尊重し合

い、共に支え合う地域社会の構築を図るとともに、本市における障害者の状況

等を踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下「障害者総合支援法」という。）第８８条第１項に規定する市町村障害福

祉計画並びに児童福祉法第３３条の２０第１項に規定する市町村障害児福祉

計画の策定にあたり、障害者総合支援法第８８条第１０項及び児童福祉法第３

３条の２０第１０項の規定に基づき、貴委員会の意見を求めます。 
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令和６年２月２０日  

 

安城市長 三 星 元 人 様 

 

                     安城市障害者福祉計画策定委員会 

                      委員長 神 谷 明 文 

 

 第７期安城市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画 

の策定について（答申） 

 

令和４年１０月２７日付け４障福第６６号で諮問のありました「第７期安城

市障害福祉計画及び第３期安城市障害児福祉計画の策定」につきましては、

別添のとおり計画（案）を取りまとめましたので答申します。 

 この計画は、障害のある人の自己決定が尊重され、必要とするサービスを

受けながら、その自立と社会参加の実現を図ることを基本理念とし、障害の

有無に関係なく、誰もがともに助け合い、支え合う地域共生社会の実現、ま

た、障害児の健やかな育成のため関係機関が連携する、切れ目のない一貫し

た支援体制の構築を目指し、策定したものです。 

このため、計画の実現に向けて、地域、行政、事業所、関係団体や関係機

関等が一丸となり、安城市の現状に即した施策が、着実に推進されることを

要望します。 
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４ 用語一覧 

【あ行】 

アウトリーチ 

本来は、手を伸ばす、手を差し伸べるといった意味で、医療・福祉関係者が直接的

に出向いて心理的なケアと共に必要とされる支援に取り組むことをいう。精神障害者

の支援においては、治療中断者や引きこもり状態にある者等に対し、医療や福祉サー

ビスにつながっていない（中断している）段階からの支援を行う手法である。 

医療的ケア 

たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を流し込む経管栄養などの医療的介助行

為のことをいう。 

医療的ケア児等コーディネーター 

医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の多分野にまたがる支援の利

用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対

する支援のための地域づくりを推進する役割を担う。 

インクルーシブ教育 

障害のある児童と障害のない児童とが共に学ぶ仕組み。 

インクルージョン 

「社会的に弱い立場にある人々を社会の一員として包み支え合う」という考え方で

あり、平成１２年（２０００年）に厚生省（当時）がまとめた「社会的な援護を要す

る人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書」にその推進を提言している。

また、平成26年1月に日本が批准した「障害者の権利に関する条約」の原則の一つとし

てあげられている。 

 

【か行】 

介護保険制度 

平成１２年（２０００年）度に、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとして創設

された社会保険制度。 

介護保険サービスを受けるためには、市町村（または特別区）に申請し、介護を要

する状態であることの認定（要介護認定）を受ける必要がある。介護を必要とする度

合いを示す要介護度は、最も軽い要支援１、２から最も重い要介護５までの７段階に

分けられます。要介護度によって介護サービス費の利用限度額が異なり、自己負担は

利用料の1割である。 
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基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害の種別や各種ニーズ

に対応する専門的知識を有する職員を設置し、障害のある人や関係機関からの相談に

対応することを目的とした施設である。基幹相談支援センターは、地域の実情に応じ

て最も効果的な方法により設置することができるとされており、「市町村」や「市町村

から委託を受けた事業所」が設置主体となる。基幹相談支援センターに特に必要と認

められる能力を有する専門的職員を配置することや、基幹相談支援センター等が地域

における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言等を行うことにより、相談支

援機能の強化を図るのが基幹相談支援センター等強化事業である。 

共生型サービス 

同一の事業所で、介護保険と障害福祉のサービスが一体的に提供できるサービス、

仕組みであり、障害のある人・子どもが介護保険事業所を、また、高齢者が障害福祉

事業所を利用しても、給付対象となる。 

強度行動障害 

自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人の

くらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援

が必要になっている状態を意味する。 

グレーゾーン 

発達障害の「グレーゾーン」とは、特性や傾向はあるものの、発達障害と診断され

るには至らない状態を指す言葉である。 

 

【さ行】 

指定特定相談支援 

障害者（児）の自立した生活を支えるために、障害福祉サービスの利用に関する相

談や計画作成、見直し等を行うこと。 

児童発達支援センター 

児童福祉法で児童福祉施設に定義され、地域における児童発達支援の中核的な役割

を担う機関をいう。施設に通う子どもの通所支援の他、地域で暮らす障害のある子ど

もや家族への支援、障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行う。 

重層的支援体制整備事業 

市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制

を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づく

りに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施すること。 
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重度障害者 

疾病または不慮の事故によって、労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０年９月

１日労働省令第２２号）別表第１（第１４条、第１５条、第１８条の８関係）「障害等

級表」に基づき第１級、第２級及び第３級のいずれかの身体障害の状態であると医師

が診断したものをいう。 

障害児通所支援 

児童福祉法に基づき、年齢１８歳未満の人を対象として給付されるサービス。 

障害福祉サービス 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、年齢１８

歳以上の人を対象として給付されるサービス。 

障害福祉ＤＢ 

障害に応じた支援の必要度を６段階で示す「障害支援区分」と、その人が利用した

居宅介護などのサービスの種類や費用といった情報を、個人の特定ができないように

匿名化して収集するデータベース。 

職親 

知的障害のある人を対象として、一定期間事業者等に通い生活指導及び技能訓練等

を行う制度。 

ジョブコーチ 

障害のある人が職場で能力を発揮できるよう、また、障害者を雇用している（しよ

うとしている）事業者に障害の特性や支援方法等を理解してもらうため、職場で雇用

管理の知識を伝えるなどの個別支援を行う。地域の障害者職業センターに配置される

配置型、障害のある人の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される訪問型、障害の

ある人を雇用する企業に雇用される企業在籍型の種類がある。 

自立支援協議会（障害者総合支援法に基づく協議会） 

福祉、医療、教育及び雇用の関係者並びに障害当事者及びその家族により構成され

る組織で、市町村が設置する地域自立支援協議会と都道府県が設置する都道府県自立

支援協議会がある。地域自立支援協議会は、相談支援事業の中立・公平性確保及び相

談支援事業をはじめとするシステムづくりに関する協議の場として設置されるもので、

具体的には困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、地域の関係機関によるネ

ットワーク構築等に向けた協議等を行う。都道府県自立支援協議会は、地域自立支援

協議会との連携のもと、地域における相談支援体制の支援や全県的な相談支援体制づ

くりのための協議等を行う。 
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成年後見制度 

知的障害や精神障害等により、判断能力が不十分な成年者の財産や権利を保護する

ための制度のことをいう。本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行

為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得な

いでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支

援する制度。 

相談支援事業所 

障害のある人の心身の状態や本人の置かれている環境、サービスの利用意向を勘案

し、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用するための計画を作成する事業所であ

る。 

相談支援専門員 

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サ

ービスや障害児通所支援の利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、

住宅入居等支援事業や成年後見制度利用支援事業に関する支援など、障害のある人の

全般的な相談支援を行う。 

 

【た行】 

地域生活支援拠点等 

障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能

を持つ場所や体制のことである。主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験

の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの５つを柱としている。厚

生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、

各市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整

備し、障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指してい

る。 

地域生活支援拠点等コーディネーター 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確

保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート

や相談その他必要な支援を行う。 

地域生活支援事業 

自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状

況に応じて市町村が提供するサービス。 

地域包括ケアシステム 

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、地域の自主性や特性

に基づき、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。 
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【は行】 

８０５０問題（はちまる・ごーまる問題） 

８０代の親と自立できない事情を抱える５０代の子どもを指し、こうした親子が社

会的に孤立してしまう問題。 

 

【や行】 

ヤングケアラー 

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事

や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、１８歳未満の子ども。 

ユニバーサルデザイン 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず様々な人が利用しやすいよう、都市

や生活環境をデザインする考え方。 

要約筆記者 

聴覚障害のある人等のためのコミュニケーション手段の一つであって、話の内容を

要約し、それを筆記して聴覚障害のある人等に伝達するもののことをいう。ＯＨＰ（オ

ーバー・ヘッド・プロジェクター）を使用し、話の内容を書きスクリーンに投影する

方法、パソコンで入力した画面をビデオプロジェクターで投影する方法、対象者が少

ない場合は、隣で紙に書いていく方法等がある。障害者総合支援法に基づく地域生活

支援事業では、要約筆記者を都道府県等が実施する要約筆記者養成研修事業において

要約筆記者として登録された者、要約筆記奉仕員を要約筆記者と同等と認められる人

（市町村等で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された

人）をいう。 

 

【ら行】 

リカレント教育 

義務教育を終えたあとに、就労と教育を交互に繰り返す学習制度。 

療育 

障害のある子どもが、社会的に自立できるように取り組む治療、教育及び保育のこ

と。 

 

 

 


